
《お問い合わせ》

千葉県 �健康福祉部 �健康福祉指導課

TEL � ０４３−２２３−３９２４

交付を希望される⽅は、県または

お住まいの市町村へご相談ください
利⽤証の申請⽅法や対象者など、詳しくは県HPへ

千葉県 障害者 駐⾞場

障害のある⽅、要介護者、

難病患者、妊産婦、けが⼈

などへ利⽤証を交付します。

で き ま し た 。

歩⾏が困難な⽅が対象です
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ここで利⽤できます

千葉県
チーバくん

（平⽇ � �８：３０〜１７：００）



利⽤証の交付対象者・有効期限

対象駐⾞区画 利⽤証の種類

利⽤証の申請⽅法利⽤証の使い⽅

対象駐⾞区画には２種類あります。それぞれ、駐⾞場の路⾯や

付近に看板やステッカー等を掲⽰し、下記マークで表しています。

⾞いすをお使いの⽅が⾞を乗り降りできる

ように、⼀般の駐⾞区画より幅が広く設け

られています。

１．障害者等⽤駐⾞区画

２．思いやり駐⾞区画

建物の出⼊⼝付近に設けられている、⼀般幅

の駐⾞区画です。

⾼齢者や妊産婦の⽅など、幅が広い駐⾞区画

を必要としない⽅は、できるだけこちらを

ご利⽤ください。

・対象の駐⾞区画に駐⾞するときは、ルームミラーに利⽤証

 をかけるなど、⾞外から⾒えるように掲⽰してください。

・この利⽤証は、対象の駐⾞区画に必ず駐⾞できることを保証

 するものではありません。他の対象者が駐⾞しているなど、

 利⽤できない場合もあることをあらかじめご了解ください。

・この利⽤証は、対象となる⼈が運転⼜は同乗している⾞両が

 対象の駐⾞区画に駐⾞する場合にのみ利⽤できます。

利⽤証には２種類あります。

１．無期限の利⽤証

２．有期限の利⽤証

⾝体障害者、知的障害者、精神障害者、

難病患者、⾼齢者等が対象です。

妊産婦、けが⼈等が対象です。

１ 申請先

 ・窓⼝による申請(原則即⽇交付)：お住まいの市町村窓⼝

 ・郵送による申請(約２週間程度)：千葉県健康福祉指導課

２ 申請者

 ・本⼈または代理⼈

３ 必要書類

 ・利⽤証交付申請書

 ・下記に記載の申請に必要な書類

 ・代理⼈の本⼈確認書類（代理⼈申請の場合のみ）

申請先の確認・申請書の⼊⼿

申請先の確認や、申請様式のダウンロードは、千葉県ホーム

ページ（下記QRコード）をご覧ください。

または 千葉県 障害者 駐⾞場

利⽤証に関する相談やお問い合せは、下記へ

ご連絡をお願いします。

千葉県�健康福祉部�健康福祉指導課

TEL� ０４３−２２３−３９２４

お問い合わせ
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